
 
 

戸 田 市 生 け 垣 等 
 

設置奨励補助金制度 
 
 
 
 
 
 
 
  市内において、新たに生け垣・緑化フェンス・花壇を設置する方 

 
    又は既存フェンス若しくはブロック塀を緑化する方に奨励補助金 
 
    を交付し、緑化を推進するものです。 
 
                          お問い合わせ 
         〒335-8588   戸田市上戸田1-18-1 �441-1800 内線348 
                戸田市役所  公園緑地課  緑化推進担当 
  
 

補助金の交付を受けようとする方は、生け垣等を 
     設置する前に交付申請書を公園緑地課 
         (３階２３番窓口)に提出してください。 
 
☆ 補 助 金 額   １ｍ当たり１０,０００円（ただし、設置費用が１ｍ当たり 

１０,０００円未満の場合は実費額とし、２００,０００円を限度に同一

敷地内１回限り）なお、ブロック塀を取り壊して生け垣を設置する

時は、補助金が加算される場合があります。 
 
☆ 対  象  者    生け垣等を設置する方で、市民・法人を問わず対象になります。 
                 ただし、戸田市宅地開発等指導要綱の適用を受け、開発緑地

を設置する場合は対象外になります。また、これと同種の他の緑



化補助制度の補助金を重複して受けることはできません。 
 
☆ 補 助 対 象 生 け 垣  
  の  基  準  ○ 新たに生け垣に適した樹木を植裁したもの。 

○ 道路及び私道に面した部分の長さが１．５ｍ以上であるこ

と。 
                    なお、この場合には、隣接境界線に沿って設置したものも

対象になります。 
○ 樹木の高さは、８０㎝以上であること。 
○ 樹木の本数は、１ｍ当たり２本を標準とし、適正な間隔で支 

 柱を施し列植されたもの。 
○ 生け垣の接道面にブロック等の構造物がある場合は、その

  構造物の高さが６０㎝以下であること。 
 緑化フェンス及び緑化ブロック塀  

○ 新たにつる性植物が張り付くのに適した金網等のフェンスの

 設置、既存フェンスや既存ブロック塀がつる性植物（１年草を

除 く）で緑化されていること。 
○ 緑化部分の高さが６０cm以上であること。 
○ つる性植物の本数は、１ｍ当たり３本を標準とし、フェンスや

ブロック塀の接道面を緑化するように植裁したもの。 
○ その他の基準は生け垣に準じたもの。 

 花     壇  

○ 樹木の高さが２０㎝以上の低木の列植又は樹木と地被植物

等により混植されたものであること。 
○ 道路に面した花壇の長さが１．５ｍ以上であること。 
○ 低木の株数は、１ｍ当たり２株を標準として植栽されたもの 

であること。 
○ 花壇の接道面にブロック等の構造物がある場合は、その構

物の高さが６０㎝以下であること。 

 

 

 

 

 



第1号様式(第5条関係) 

                 戸田市生け垣等設置奨励補助金交付申請書 

 

                                                        年  月  日 

（あて先） 

 戸 田 市 長 

申請者 

                                    住  所(所在地)                       

                                   氏  名(代表者)                  �  

                                   電    話                           

 

  戸田市生け垣等設置奨励補助金を次のとおり申請します。  
 

  種      別  ・生け垣  ・緑化フェンス  ・緑化ブロック塀  ・花壇 
 設 置 場 所   戸田市 

  長  さ                     m 
  高  さ                     m 
 植栽本数                   本 (株 ) 
  樹  種（主なもの） 

 

  生け垣等の概要 

  費  用                     円 
  種  類 

  延  長                     m 
  高  さ                     m 

  取り壊すブロッ 

  ク塀の概要 

  費  用                     円 
  施 工 期 間       年    月    日 から    年    月    日 まで 

  設 置 方 法       ・ 新 規              ・ 改  造 

  施 工 者       ・ 本 人              ・ 業 者 

 

  添 付 書 類 

  １  工事費見積書 

  ２  現地案内図 

  ３  平面図（植栽計画図） 

  ４  その他必要書類（商品カタログ等） 



第3号様式(第7条関係) 

                                                        年  月  日 

 

                      戸田市生け垣等設置完了届出書 

（あて先） 

 戸 田 市 長  

補助事業者 

                                    住  所(所在地)                       

                                   氏  名(代表者)                  �  

                                   電    話                           

 

  生け垣等の設置が完了しましたので、次のとおり届け出ます｡ 

 

  種      別  ・生け垣  ・緑化フェンス  ・緑化ブロック塀  ・花壇 

 設 置 場 所   戸田市 

  添 付 書 類  １  着工前及び完了後の写真 

  ２  領収証又は工事費請求書の写し 

 

 

 

 

 

 

 



第5号様式(第9条関係) 

                                                        年  月  日 

 

                 戸田市生け垣等設置奨励補助金交付請求書 

 

（あて先） 

  戸 田 市 長 

補助事業者 

                                    住  所(所在地)                       

                                   氏  名(代表者)                  �  

                                   電    話                           

 

  戸田市生け垣等設置奨励補助金を次のとおり請求します。 

 

 請 求 額                                         円 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



生け垣等設置奨励補助金交付まで 
 
のフローチャート 
 
 
申  請    ◎ 生け垣等の施設を設置する前に申請する。 
 
（補助対象者）     ◎ 交付申請書（第１号様式）を提出する。 

Ø 
 
決定通知    ◎ 速やかに内容審査する。 
 
（戸 田 市） ◎ 補助金の可否・交付額の決定をする。 
 

◎  決定通知書で通知する。 

Ø 
 
実績報告   ◎  生け垣等の施設を設置完了後、速やかに届出書（第３号様式） 
（補助対象者） を提出する。 

Ø 
 
確定通知   ◎ 速やかに内容を審査のうえ、補助金額を確定し、確定 
（戸 田 市）     通知書で補助対象者に通知する。 

Ø 
 
請  求   ◎  交付請求書（第５号様式）を提出する。 
（補助対象者） 

Ø 
 
交  付   ◎ 交付請求書により交付する。 
（戸 田 市） 
 
 


